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１．はじめに 

すべての子どもたちに最良の医療と看護の提供を保証することは，少子化時代の我が国

における医療職者の重要な使命である．とりわけ，ハイリスク児の障がいなき生存には，

出生直後より熟練した技能を持つ看護師によるケアの他，退院後の育児を見据えた地域包

括につなぐきめ細やかな支援が重要である．しかし，周産期母子医療センターの看護体制

やケア実践，新生児集中ケア認定看護師の配置や活動内容は施設で異なり，ケアの標準化

に課題を残している．本研究では，全国の周産期母子医療センター新生児集中治療室等に

おける看護体制と患児やその家族に対するケア実践の実態を明らかにした． 

２．方法 

新生児集中治療室の看護管理者，教育担当者，実務に関わる看護職者（回答者の重複可）

を対象に，施設特性，教育・研究体制，新生児集中ケア認定看護師の活動の他，ケア内容

として，人工呼吸器管理，新生児蘇生法，輸液管理，栄養・母乳育児支援と環境調整，ご

家族へのケアに関する自記式質問紙調査（郵送法）を実施した．施設番号のナンバリング

する旨を事前周知し，協力の可否は施設と個人の自由意思を尊重する倫理的配慮を図った． 

 平成 30年 10月 23日～平成 31年 2月 3日を調査期間とし，周産期母子医療センター179 

（総合:55，地域:124，回答率: 43.８％）施設から回答があり，記述統計し，各種検定に

よって検討した．新生児病床入院受け入れる在胎週数の全体の平均は 25.3±6.1 週あった． 

86施設（56.２％）が，厚生労働省新人看護職員研修ガイドラインを遵守していた． 
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表４ 新生児蘇生の実施 

（新生児集中ケア認定看護師別） 

３．結果 

1） 新生児集中ケア認定看護師の分布

 総合・地域周産期母子医療センター102

施設（57.0％）において，170名の新生児

集中ケア認定看護師が新生児集中治療室に

配置されていた 1)（表１）．入院受け入れ在

胎週数 25週前後から 36週以上まであった

が，30週以上群では，加算対象となる新生

児特定集中治療室管理料認可病床が存在し

ない施設もあった（図１）．  

2）入院児へのケア提供

呼吸器設定条件変更については，医師か

らの事前指示に基づき処置の一部が，看護

師裁量として 44施設(52.4％) が該当した

（表２）．また，人工呼吸器管理児の気管・

口腔内吸引は看護師主導でされていた．新

生児集中ケア認定看護師が配置されている

施設では，呼吸器設定条件の変更や新生児

蘇生における超早産児に対する体温管理を，

看護職も担っている傾向があった 1) 2)（表

３）．呼吸器ケア管理の他，輸液管理や経管

栄養については，医師の指示のもと，看護

者が実施という傾向であった． 

3）早産児の家族へのケア提供

新生児集中治療室においては，児への高

度な集中ケアのみならず，入院直後から長

期の母子分離状態になる背景より，母子の

愛着形成を促 STS（早期母子接触），NNS(非

栄養学的吸啜)，BF（直接授乳）を，母子の

状況を考慮して，段階的に進められている

ことが明らかになった 2)（図２）．STSは修

正在胎週数 32 週以前，NNS は修正在胎 32

～34週，BFは修正在胎週数 34週以降を目

安として進められていた． 

表１ 新生児病床の医療職者 

表２ 呼吸器ケアの医師との協働（週数別） 

表３ 呼吸器ケアの医師との協働 

（新生児集中ケア認定看護師別） 

図１ 入院受け入れ週数別施設数（週数別） 
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 新生児集中治療室では，新生児集中ケア認

定看護師がいる施設では，プレネイタルビジ

ット（新生児集中治療室に胎児が入院すると

予測される妊婦と新生児科の医師・看護職ら

との間で行われる訪問），両親や祖父母面会，

きょうだい面会の制限緩和，家族部屋の設置

（退院前や終末期に，家族が一緒に過ごす部

屋），家族会の紹介をする割合が，統計学的に

有意に高いことが明らかとなった（表５）． 

４．考察 

 周産期母子医療センターでは，新生児集中ケア

認定看護師が，新生児科医の指示や判断を仰ぐば

かりでなく，新生児にかかる専門知識と国際的な

標準ケアも考慮し，ケア充実に基づく相談を医師

に働きかけ，スタッフを指導し，自施設のケアの

標準化に努めていた．また，面会制限・プレネイ

タルビジットを進めている施設もあった．今回の調査では，医師の指示下での診療補助と

療養支援という法の制限はあるが，自律してケア介入の方法やタイミングの判断と医師と

の共有，そしてケア実施について協働を図っていることが示唆された． 

 本研究は，全数調査はできておらず，一般化には限界がある．しかしながら，総合・地

域周産期母子医療センターにおける新生児集中ケア認定看護師によって，新生児領域にお

ける児やその家族ケアを検討することができた．今後は，発達著しい小児看護分野におい

て，修正在胎週数等に基づく発達状況の判断とそれに基づくケア移行の強化を図り，『新生

児看護』の専門性に起因した活動を，院内外に示していく必要があると示唆された． 

５．結論 

 新生児集中ケア認定看護師は，新生児集中治療室における患児とその家族へのケアの充

実の一助を担っていることが明らかとなった． 
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図２ STS-NNS-BF の実施 

表５ 家族ケアの実施 

（新生児集中ケア認定看護師別） 

図２ STS-NNS-BFの実施 


